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はじめに 

 

郵政事業は、明治 4年の郵便制度創設以来、あまねく全国に設置された郵便局ネ

ットワークを通じて、郵便、郵便貯金、簡易生命保険等、国民の日常生活に必要不

可欠な生活基礎サービスを一体的に提供してきましたが、平成 19年 10月をもって、

持株会社である日本郵政株式会社の下、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式

会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険の各社によるＪＰ日本郵政グループに

移行しました。郵便事業株式会社は、郵便局株式会社に窓口業務等を委託するとと

もに、これまでどおり、郵便のユニバーサルサービスを提供することになりますが、

サービスの水準の維持に努めるとともに、コンプライアンス態勢の整備の徹底、経

営の健全性の確保に努めてまいります。 

郵便事業株式会社は、ＪＰ日本郵政グループスローガンである「あたらしいふつ

うをつくる。」の実現に向け、創業以来の精神を忘れることなく、これまで培って

きた「安心感」と「信頼感」を大切にしながら、新しい「ユニバーサル」サービス

を創造してまいります。 

 

 

１．業務運営の基本方針 

 

郵便事業株式会社は、「郵便のユニバーサルサービスを維持しつつ、人々が安心

できるコミュニケーション、確実、迅速な物流機能を提供することにより、「人、

企業、社会を真心で結ぶネットワーク」を創出します。」との経営理念のもと、①

効率的な事業運営によりユニバーサルサービスとしての郵便サービスの提供を確

保、②経営資源を積極的に活用して、お客様の多様なニーズに応える国内外の物流

サービスを充実、③常にお客様の視点に立ち、品質の向上、新しい商品・サービス

の開発に努め、心から満足していただけるサービスを提供、④ガバナンス、監査・

内部統制を確立しコンプライアンスを徹底するとともに適切な情報開示に努め経

営の透明性を実現、⑤お客様、社員、社会・地域の人々が生き生きと活動できる機

会を創出、に取り組んでまいります。 

 

郵便事業を取り巻く環境としては、通常郵便物の取扱物数について、平成 13 年

度の 262 億通をピークとして、毎年減少してきております。一方、冊子小包（ゆう

メール）については、これまで料金引下げやサービス改善などにより通常郵便物か

らの利用変更もあって大きく伸びてきておりますが、増加率は次第に鈍化しつつあ

ります。 
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なお、民間宅配事業者の提供するメール便の取扱いは、引き続き、毎年 2桁を超

える大きな伸びとなっております。 

宅配便など小型物品の配送市場は、緩やかな成長が続いており、各社が顧客ニー

ズに応じたサービスの向上に努めつつ、厳しい競争を展開しています。 

なお、物流に関する顧客ニーズについては、スピードや正確性などが強く求めら

れる等より高度化しており、アジア地域との国際物流や、ファイナンス等の付加的

機能、3ＰＬへのニーズ等が高まり、グローバル化・多様化が進んでおります。 

 

上記のような郵便事業株式会社の置かれている事業環境に鑑み、郵便事業株式会

社の平成 20 事業年度の業務運営の基本方針は以下のとおりとし、その遂行に当た

っては経営環境の変化に即応しつつ弾力的に行います。 

なお、平成 19 年 10 月に日本郵政株式会社と日本通運株式会社との間で締結した

基本合意書に基づき、宅配便事業を統合することを目的に、平成 20 年 10 月 1 日を

目途に新会社を設立する予定ですが、具体的な提携内容を両社で検討中であるため、

この事業計画においては、その影響を見込んでおりません。今後、提携内容が具体

化した段階で、必要に応じ、本事業計画の変更の認可を申請することとしています。 

 

(1) 効率的な事業運営 

ユニバーサルサービスとしての郵便サービスの提供を確保するため、効率的な

事業運営に努めてまいります。 

① 人件費 

業務量に応じた労働力の配置が適切に反映されるよう仕組みづくりに取り組

むとともに、ＪＰＳ活動の第２フェーズの展開、間接業務の削減など、人件費

を抑制したスリムな経営体質の実現に取り組みます。 

また、区分機での作業処理の拡大、作業方法の見直し、業務システム化など

の施策により効率化に取り組みます。 

（参考） 

20 年度 人件費 11,277 億円 

② 物件費 

費用対効果を踏まえた経費使用等の徹底を図り、本社、支社、支店のコスト

管理の実効性を高めていきます。 

調達コストについては、施策企画段階からの見直しを行うとともに、サプラ

イヤー・ベンダーとの関係構築等による削減に取り組みます。 

なお、運送分野について、長期安定的に高品質かつ効率的な物流サービスの

提供体制を構築するため、臨機かつ自在のコントロールが担保される運送基盤
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として自ら運送業務を行う形態への移行を志向し、子会社である日本郵便輸送

準備会社において、日本郵便逓送株式会社をはじめ郵便物等の運送事業者 14 社

を子会社化することとしました。また、業務効率の一層の追求とガバナンス強

化の観点から、日本郵便輸送準備会社を含む上記 15 社について平成 21 年 3 月

末を目途に、1社に統合することを計画しています。 

（参考） 

20 年度 物件費（※） 6,332 億円 

※ 経費から減価償却費と租税公課を差し引いた金額を計上しています。 

 

(2) 経営資源の積極的活用 

国内物流分野においては、荷主企業に対し、効率的な物流業務の改善に関する

提案を行うとともに、荷物の輸送、保管、荷さばき等の一連の物流業務を一括し

て受託するロジスティクス事業を提供していきます。 

また、国際物流分野においても、荷主ニーズの大きい日本と中国・アジアを中

心に、小口貨物から大口の貨物まで幅広いサービスの展開を図ります。 

 

(3) お客様の視点に立ったサービスの提供 

個人のお客様、法人のお客様、それぞれのニーズを的確にとらえ、心から満足

していただけるサービスを提供できるよう、研修・教育の実施等により誤配達を

防止するなど、品質の向上に努めるとともに、既存サービスの内容・価格の見直

しや、改善・拡充、新規サービスの開発を行ってまいります。 

お客様のニーズを踏まえた魅力ある切手・葉書を発行してまいります。 

年賀郵便については、平成 20 年用年賀はがきにおいて販売の低落傾向に歯止

めをかけるとともに、より多くの年賀状を元旦にお届けすることができましたが、

今回の取組の評価を活かし、年賀郵便の利用の増加を図るとともに、多くの年賀

状を元旦にお届けできるよう取り組みます。 

ダイレクトメール市場の活性化等のため、広告業務を行う関係会社を活用し、

お客様の多様なニーズに対応します。 

ゆうパック等については、民営化時に郵便法の対象から外れ、民間宅配事業者

と同様に貨物運送法制のもとでサービスを提供しており、柔軟にサービスを提供

してまいります。 

国際郵便については、引き続き、品質向上、スピードアップに取り組むほか、

認知度の向上を図ります。 

郵政民営化に伴い、郵便事業株式会社と郵便局株式会社との分社化が行われま

したが、引き続き、2 万 4,000 の郵便局窓口を通じた、お客様への商品・サービ
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スの提供の維持、向上に取り組むとともに、集配拠点の再編の実施に伴うサービ

ス水準の低下が生じないようにするなど、現行サービス水準の維持を図ります。 

 

(4) 経営の信頼性・透明性の確保 

お客様に満足していただける高品質なサービスの提供を実現するために、内部

監査、リスク管理、コンプライアンス等の内部統制の整備・強化に積極的に取り

組んでまいります。 

コンプライアンスについては、コンプライアンス・プログラムを作成するとと

もに、モニタリングの実施等によるコンプライアンス推進を行うなど、態勢整備

を図ったところです。引き続き、研修の強化により、社員のコンプライアンス意

識を確立するとともに、防犯カメラ・現金管理機の追加配備や、業務方法の見直

し等により、コンプライアンス基盤を強化します。 

部内者犯罪を防止するため、発生した犯罪を分析し、問題点を洗い出し、改善

策を講じるＰＤＣＡを進めるとともに、防犯訓練・指導を強化します。郵便収入

の適正管理について、引き続き、モニタリングなどによる適正な管理に努めます。 

また、輸送の安全の確保のため、輸送の安全に関する方針・計画等の確実な実

施、研修の充実などを行います。 

内容証明等の郵便物について郵便認証司による適正な認証事務が行われなか

った事案や、後納の取扱いについてお客様への請求書の遅れや請求額の相違があ

った事象については、引き続き、適切なお客様対応を行うとともに、郵便局株式

会社とも連携して、訓練・研修等の徹底、業務方法の見直しにより、再発の防止

に取り組みます。 

 

(5) 社会・地域への貢献 

ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）を経営上の重要課題として捉え、

企業としての社会的責任を果たしていきます。 

民営化後も、障害者に対する政策的低料金でのサービスの提供や、「ひまわり

サービス」の提供等により、社会や地域に貢献していきます。 

環境保全問題については、電気・ガス等の省エネルギー、紙・水等の省資源、

環境配慮物品等の調達等を推進し、環境負荷の削減を図るとともに、エコドライ

ブ等を推進し、ＣＯ2・ＮＯＸ等の排出量の削減など大気汚染防止対策、地球温暖

化防止対策に積極的に取り組み、環境に配慮した経営を行っていきます。 

なお、年賀はがき等の古紙配合率について、仕様と実態の乖離により、お客様

の信頼を損ねる事態となったことは、誠に遺憾であります。今後とも品質を確保

しつつ、一層積極的に環境対策を取り組むため、再生紙の定義、基準等に関する
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関係省庁等の検討を踏まえて、当社においても、古紙配合率はどの程度が適当か

等について、「調査研究会」を設置し検討します。 

 

 

２．郵便事業株式会社法第三条第一項から第三項までに規定する業務に関する計画 

 

平成 20 事業年度における郵便事業株式会社が行う業務に関する計画は、以下の

とおりです。 

業務量については、経済情勢等により変動する見込みです。また、平成 20 事業

年度においては、郵便事業株式会社において借入等を予定しておらず、いずれも自

己資金により行う見込みです。 

 

(1) 郵便事業株式会社法第三条第一項に規定する業務に関する計画 

 

① 郵便の業務 

郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）の規定により行う郵便の業務及び郵便物

の作成及び差出しに関する業務その他の附帯する業務を行います。 

郵便窓口業務について、郵便窓口業務の委託等に関する法律に基づき、郵便

局株式会社に委託しますが、郵便事業株式会社の支店等においても、郵便物の

引受け、交付、郵便切手類の販売等の業務を行います。 

なお、郵便物の作成及び差出しに関する業務については、郵便事業株式会社

本体のほか、関係会社である株式会社ＪＰビズメール等が行います。 

 

項目  計画値（引受物数） 対前年見込み比

内国郵便物  21,642 百万通  （▲1.6％）

第一種  10,439 百万通  （▲2.8％）

第二種  10,116 百万通  （▲0.1％）

第三種  450 百万通  （▲12.5％）

第四種  24 百万通  （▲10.4％）

特殊取扱  613 百万通  （＋3.9％）

国際郵便物  71 百万通  （▲3.3％）

 

② 印紙の売りさばき 

国の委託を受けて、収入印紙、雇用保険印紙、健康保険印紙、自動車重量税

印紙、特許印紙、登記印紙の売りさばき及びこれらに附帯する業務を行います。 
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項目  計画値（売りさばき額） 対前年見込み比

収入印紙  8,540 億円  （▲10.6％）

雇用保険印紙  5 億円  （▲5.5％）

健康保険印紙  26 億円  （▲24.6％）

自動車重量税印紙  9,684 億円  （▲14.4％）

特許印紙  1,457 億円  （▲8.0％）

登記印紙  1,020 億円  （＋19.3％）

 

(2) 郵便事業株式会社法第三条第二項に規定する業務に関する計画 

 

① お年玉付郵便葉書等の発行 

お年玉付郵便葉書等（お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和 24 年法律第

224 号）第 1条第 1項に規定するお年玉付郵便葉書等をいう。）及び寄附金付郵

便葉書等（同法第 5 条第 1 項に規定する寄附金付郵便葉書等をいう。）の発行

並びにこれらに附帯する業務を行います。 

 

項目  計画値（発行枚数） 

お年玉付郵便葉書等 （※） 42.4 億枚  

（うち寄附金付）  3.0 億枚  

 ※ 年賀はがき等と、夏のおたより郵便はがきの合計値です。 

 

(3) 郵便事業株式会社法第三条第三項に規定する業務に関する計画 

 

① 国内物流事業 

国内貨物運送に関する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業に係る業

務並びにこれらに附帯する業務であって、宅配便及びメール便の業務に相当す

る業務を行います。 

また、上記の業務に関連して行うゆうパック包装用品等の販売、代金引換サ

ービスにおける商品代金の回収並びにゆうパック等の作成及び差出しに関す

る業務その他の附帯業務を行います。 

なお、ゆうパック等の作成及び差出しに関する業務を、郵便事業株式会社の

関係会社である株式会社ＪＰロジサービス等が、また、郵便物等の規格を超え

る貨物の運送を、日本郵便輸送準備株式会社の子会社が行います。 
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項目  計画値（引受物数） 対前年見込み比 

ゆうパック  289 百万個  （＋3.8％）

ゆうメール  2,479 百万個  （＋12.3％）

 

② 国際貨物運送に関する貨物航空運送事業及び貨物航空運送代理店業 

郵便事業株式会社の関係会社である株式会社ＡＮＡ＆ＪＰエクスプレスが

自社の便名で行う貨物航空運送事業に係る業務、他の貨物航空運送事業者から

の委託を受けて行う航空機の運航に関する業務の管理に係る業務（貨物航空運

送事業に附帯する業務）及び他の航空運送事業者の貨物スペースの販売に係る

貨物航空運送代理店業務等を行います。 

 

項目  計画値 対前年見込み比 

売上高  139 億円  （＋157.4％）

 

③ ロジスティクス事業 

郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険から委

託を受けて、日本郵政グループ内の物流業務を一括して受託する、いわゆるロ

ジスティクス事業に係る業務を行います。 

また、他の荷主企業の物流業務について、当該荷主企業からの委託を受けて、

物流業務の改善に係るコンサルティングを行うとともに、その企業に最適な物

流業務フローを設計・構築し、当該荷主企業における輸送、保管、荷さばき等

の物流業務を一括して受託するロジスティクス事業に係る業務を行います。 

 

項目  計画値 対前年見込み比 

売上高  48 億円  （＋108.7％）

 

④ カタログ販売等の受託業務 

郵便局株式会社等からの委託を受けて、当該カタログ等に掲載されている商

品若しくは権利の販売又は役務の提供に係る申込みの受付け、商品代金の回収

等を行います。 

 

項目  計画値 対前年見込み比 

売上高  18 億円  （＋100.0％）

 

⑤ いわゆる「ひまわりサービス」 
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地方公共団体又は社会福祉協議会が協力して生活サポートシステムを構築

するとともに、原則として 70 歳以上の一人暮らしの高齢者及び高齢者夫婦世

帯を対象に、郵便事業株式会社の外務員を活用して、生活用品等の注文内容を

記載した郵便物の集荷及びゆうパック等による注文品の配達、小学生等からの

励ましのメッセージを記載した郵便物の定期的な配達、郵便物又はゆうパック

等の配達時における励ましの声かけ等を行います。 

 

項目  計画値（団体数） 対前年見込み比 

実施地方公共団体  151  （±０）  

 

⑥ 地方公共団体からの委託業務 

地方公共団体からの委託を受け、郵便事業株式会社の外務員を活用して地方

公共団体の事務に係る業務（高齢者等への生活状況の確認、日用品の注文・図

書の貸出の受付、廃棄物等の不法投棄の見回り）を行います。 

 

項目  計画値（団体数） 対前年見込み比 

実施地方公共団体  27  （±０）  

 

⑦ 日本放送協会からの委託業務 

日本放送協会からの委託を受け、郵便事業株式会社の外務員を活用して行う

放送受信契約の締結・変更・解約及び受信料の集金に関する業務等を行います。  

なお、日本放送協会においては、「平成 20 年度事業計画」において訪問集金

の取扱を廃止する予定となっております。 

 

項目  計画値 対前年見込み比

手数料収入  9 億円  （▲52.6％）

 

⑧ 広告業 

郵便事業株式会社の関係会社等において、郵便等を利用した広告媒体を開発

し、クライアントからの広告プロモーションを受注する広告業務を実施すると

ともに、広告プロモーションの改善などに係るコンサルティング等を行います。 

 

項目  計画値 対前年見込み比

売上高  9 億円  （＋650.0％）
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⑨ 石油販売業 

日本郵便輸送準備株式会社の子会社において、郵便物等の運送に供する車両

への石油販売等を主体とし、その剰余分について、郵便物等以外の運送を行う

車両への販売を行います。 

 

項目  計画値 対前年見込み比

売上高  36 億円  （-）

 

⑩ 自動車分解整備事業 

日本郵便輸送準備株式会社の子会社において、郵便物等の運送に供する車両

についての分解整備事業を主体とし、その施設を活用してその他の車両の分解

整備事業を行います。 

 

項目  計画値 対前年見込み比

売上高  11 億円  （-）

 

なお、郵便事業株式会社法第三条第三項に規定する業務に関しては、郵政民営

化法（平成 17 年法律第 97 号）第 77 条の規定により、移行期間中、同種の業務

を営む事業者の利益を不当に害することにないよう特に配慮しなければならな

いとされていることを踏まえた計画としています。 

 

 

３．その他事業の運営に関する事項 

 

(1) 郵便差出箱の設置 

郵便差出箱については、引き続き、公社化時の際、現にあまねく全国に設置さ

れていた郵便差出箱の本数を維持するよう努めます。 

 

(2) 郵便物の送達の日数 

郵便物の確実な送達の具体的目標として、送達日数達成率が、全国平均 97.0％

以上となるように努めます。 

なお、総務省郵政行政局長の主催する「郵便サービス水準の評価等に関する研

究会」において、郵便業務のサービス水準の指標の在り方について検討されてい

るところであり、その結果を踏まえて指標等の見直しを検討します。 
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(3) 国際的な協調・連携 

万国郵便条約に基づく義務の履行を着実に行うとともに、万国郵便連合（ＵＰ

Ｕ）等の活動への積極的な参加などを通じ、国際的な協調・連携を推進し、国際

郵便の品質向上を図ります。 

 

(4) 営業所等の配置 

営業所等の配置については、現行のサービス水準の確保を前提としつつ、資産

効率の向上と効率的なネットワークの構築を図ります。 

（参考） 

    平成 20 年 4 月 1 日における支店 1,093 箇所、集配センター2,559 箇所 

 

(5) 職員数 

郵便事業株式会社の平成 20 年 4 月 1 日における社員数については、正規社員 

約 9万 7,600 人、契約社員等約 8万 9,300 人（※）を見込んでいます。 

※ 契約社員等の人数については、その勤務形態が多様であるため、勤務時間を

8時間として換算した人数であり、実際に勤務している人数とは異なります。 

 

 

 

 

 

別 添 資金計画書 

     

収支予算書 



単位：億円

金　　　　額

 資金収入

前期繰越金 4,677 

郵便事業収入 15,326 

印紙収入 20,078 

その他の業務収入 4,673 

借入金 - 

44,755 

人件費 11,674 

物件費 6,566 

租税公課等 1,674 

投資的支出 894 

印紙収入納付額 20,624 

借入金償還 - 

次期繰越金 3,324 

44,755 

(注２)　「－」は計数が存在しないことを意味する。

(注１)　計数は四捨五入しているため合計は一致しない。

合　計

合　計

別添

平成２０事業年度　資金計画書

科　　　　目

 資金支出



単位：億円

金　　　　額

 営業収益 18,881 

郵便業務収益 14,734 

印紙受託業務収益 623 

その他営業収益 3,525 

 営業原価 17,520 

人件費 10,999 

経費 6,521 

集配運送委託費 1,738 

郵便局会社委託手数料 2,207 

減価償却費 677 

その他の経費 1,899 

　　　　営業総利益 1,361 

 販売費及び一般管理費 967 

人件費 278 

経費 689 

　　 営業利益 393 

 営業外収益 321 

 営業外費用 7 

経常利益 707 

 特別利益 - 

 特別損失 46 

　　　　税引前利益 661 

　　　　法人税、住民税及び事業税 101 

法人税等調整額 ▲11 

当期純利益 549 

（注１）　計数は四捨五入しているため合計は一致しない。

（注２）　「－」は計数が存在しないことを意味する。

別添

平成２０事業年度　収支予算書

科　　　　目



（参考）前期との比較

単位：億円

営業収益 19,166 18,881 ▲284

営業原価 17,578 17,520 ▲58

人件費 12,012 10,999 ▲1,013

経費 5,566 6,521 955

集配運送委託費 1,772 1,738 ▲34

郵便局会社委託手数料 1,207 2,207 1,000

減価償却費 652 677 25

その他の経費 1,936 1,899 ▲36

営業総利益 1,587 1,361 ▲226

販売費及び一般管理費 1,043 967 ▲75

人件費 428 278 ▲150

経費 615 689 74

営業利益 544 393 ▲151

営業外収益 212 321 109

営業外費用 49 7 ▲42

経常利益 707 707 0

特別利益 19 - ▲19

特別損失 7,843 46 ▲7,796

税引前利益 ▲7,117 661 7,778

法人税、住民税及び事業税 237 101 ▲136

法人税等調整額 ▲0 ▲11 ▲10

当期純利益 ▲7,355 549 7,904

科　　　目 ②平成20事業年度 増減（②－①）
①平成19年度

上期：実績、下期：計画

注：平成19年度は、上期は公社・郵便業務の実績、下期は郵便事業株式会社の事業計画。
　　平成20事業年度は、郵便事業株式会社の2期目ですが、19年10月からの民営化であり
　　前期が半期しかないため、上期は、参考として公社・郵便業務19年度の実績を記載し
　　ております。民営・分社化により、これまで公社で一体として行っていた窓口業務等
　　を、郵便局会社等に委託することとなる等、会社間の受委託関係に伴い人件費から委
　　託手数料への科目変更が発生するほか、公社期中に共済整理資源の負債計上を行った
　　ことによる影響など、前期とは単純に比較できないことに留意願います。


